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☆知的財産関連ニュース報道（中国版） …… ⑾

１．はじめに
本稿は、北米各国の知的財産制度について、複数

回に分けて紹介するものである。今回は、アメリカ
合衆国の知的財産制度のうち、特許制度を中心に解
説する。

２．総論
アメリカ合衆国では、1789年アメリカ合衆国憲法

第８章第１条に特許に関する規定が設けられ、この
憲法の規定に基づいて、1790年４月10日に特許法が
公布された。審査制度などを導入した近代的な特
許法は、1836年特許法として制定された。現在の米
国特許法（35USC）は、1952年特許法として法典化
されたが、1999年のアメリカ発明保護法（America 
Inventors Protection Act：AIPA） に よ り 改 正 さ
れ、さらに、2011年９月16日のリーヒ・スミス発明
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